
令和元年度 石川県職員（県立歴史博物館 学芸員）採用選考試験案内 
              

 令和元年６月１９日 

   石   川   県 

 

 令和元年度石川県職員（県立歴史博物館 学芸員）採用選考試験を次のとおり募集します。 

 

１ 受付期間 

   令和元年６月１９日（水）～令和元年７月２２日（月）消印有効 

 

２ 採用予定人数及び職種 

職  種 職 務 内 容 等 採用予定人員 

学 芸 員 

(日本美術史) 

県立歴史博物館などにおいて、日本美術史に関する

調査収集や展覧会等の企画立案、普及啓発に関する

専門業務 

１名 

学  芸  員 

(日本近世史) 

県立歴史博物館などにおいて、日本近世史に関する

調査収集や展覧会等の企画立案、普及啓発に関する

専門業務 

１名 

 

３ 応募資格要件 

 (1) 学    歴  

  ① 日本美術史  学校教育法による大学（短期大学を除く）又は大学院で日本美術史に関する 

専門課程を卒業（修了）した者、又は令和２年３月３１日までに卒業（修了） 

見込みの者で、日本美術史を専攻した者 

  ② 日本近世史  学校教育法による大学（短期大学を除く）又は大学院で日本近世史に関する 

専門課程を卒業（修了）した者、又は令和２年３月３１日までに卒業（修了） 

見込みの者で、日本近世史を専攻した者 

（2）学芸員資格を有する者、又は令和２年３月３１日までに資格取得見込みの者 

 (3) 年    齢 昭和３５年４月２日以降に生まれた者 

 (4) 欠格条項  地方公務員法第１６条に規定する次の欠格条項に該当する者は応募できません。 

  ① 成年被後見人又は被保佐人 

  ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ③ 石川県職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

  ④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 応募必要書類 

 (1) 令和元年度石川県職員（県立歴史博物館学芸員）採用選考試験申込書（別添様式）・・・１通 

 (2) 自己紹介書（別添様式） ・・・ １通 

 (3) 大学卒業（又は見込）証明書又は大学院修了（又は見込）証明書  ・・・ １通 

 (4) 学芸員資格取得（又は見込）証明書 ・・・ １通 

 (5) 業績一覧（別添様式） ・・・ １通 

 (6) 主要論文（卒業論文、修士論文を含む）の写し ・・・ ２編各２部 



５ 応募方法 

 (1) 応募必要書類の提出は、石川県立歴史博物館総務課あてに郵送又は持参してください。 

 (2) 郵送する場合は、封筒の表に「学芸員申込」と朱書きし、簡易書留で郵送してください。 

 (3) 応募締切後、８月１５日（木）までに書類審査結果及び試験日程等を郵送で通知します。 

   （８月１５日（木）までに通知が届かない場合は、必ず連絡願います。） 

 (4) 提出された応募書類は、返却しません。 

 

６ 選考方法   

区  分 審査種目 配 点 内     容 

書類審査 業績一覧 

主要論文 

２５０点 職務に必要な能力や意欲について、提出された業績

一覧及び主要論文により審査します。 

第１次試験 書類審査合格者に対し、次により行います。（８月下旬実施） 

小 論 文 

（６０分） 

２５０点 博物館に対する理解度、思考力及び文章による表現

力について論文試験を行います。 

適性検査 － 職務の遂行に必要な素質及び適性について検査を

行います。 

(注)適性検査の結果は、第２次試験の面接の参考として使用します。 

第２次試験 第１次審査合格者に対して、次により行います。（９月上旬実施） 

面接試験 ５００点 主として人物について、個別面接により試験を行い

ます。 

（注）最終合格者は、書類審査、第１次試験及び第２次試験の成績を総合して決定します。 

 

７ 採用予定時期 

   採用が内定した者は、原則として令和２年４月以降に採用され、石川県立歴史博物館に勤務

することとなります。ただし、令和２年３月３１日までに学芸員の資格が取得できなかった者

は採用されません。 

 

８ 選考結果の開示  

   この選考結果については、石川県個人情報保護条例第２３条第１項の規定により、口頭で開

示を請求することができます。 

   なお、電話、はがき等による請求はできませんので、受験者本人が本人宛の通知書（石川県

立歴史博物館が発した本件に係る通知書）又は自動車運転免許証、旅券等官公署の発行する写

真貼付の証明書、その他本人であることを確実に証明できる書類を持参の上、県の休日を除く

日の午前９時から午後５時までの間に開示場所へお越しください。 

 

区 分 開示請求できる者 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所 

書  類 

審  査 

書類審査不合格者 当該審査・試験

の点数及び順

位 

合格発表の

日から起算

して１カ月

間 

石川県立歴史博物館総務課 

（金沢市出羽町３番１号） 

第１次 

試験 

第１次試験 

不合格者 

第２次 

試験 

第２次試験 

不合格者 

 



９ 給与等の待遇 

(1)  初任給  

採用時の年齢 給料月額＋地域手当 

２２歳（大学卒）  約 ２００，３００ 円 

３０歳（大学院卒 職務経験 ６年） 約 ２６８，３００ 円 

４０歳（大学院卒 職務経験１６年） 約 ３０６，７００ 円 

（注）この額は、平成３１年４月採用者のもので、金沢市内で勤務した場合の地域手当を加 

算した額となっています。今後、人事委員会勧告に基づき改定されることがあります。 

(2)  諸手当 

期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当等が、それぞれの

支給要件に応じて支給されます。 

(3)  勤務時間等 

４週８休の勤務体制となっています。 

また、休暇は、年次有給休暇（年間20日、採用１年目は採用月に応じ２～15日）のほか夏

期休暇などの休暇が付与されます。 

(4) 福利厚生 

健康の維持・増進のための各種健康診断、給付・貸付事業を行う共済制度及び互助会制度 

等があります。 

  

 

 

☆☆石川県立歴史博物館が求める職員像☆☆ 

 

 本県では、当館の魅力向上と活性化に向け、次のような人材を求めています。 

 

○ 石川県の歴史と文化に係る新たな価値を創出できる調査研究能力を持つ人材 

○ 石川県の歴史と文化の魅力を広く発信する展覧会や教育事業を企画立案できる人材 

○ 業務に責任感を持って従事するとともに、高いコミュニケーション能力を持つ人材 

 

 

                 （連絡先） 〒920-0963 石川県金沢市出羽町３番１号 

                             石川県立歴史博物館 総務課 

                             TEL:076-262-3236 

 


